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感
染
を
起
こ
す
危
険
が
高
い
た
め
に
行
わ
れ
た
も

の
で
は
な
い
。
政
府
や
専
門
家
会
議
が
イ
ベ
ント

自
粛
が
社
会
全
体
の
感
染
リ
ス
ク
を
あ
る
程
度
減

ら
す
と
思
い
つ
い
た
程
度
に
過
ぎ
な
い
。
実
際
、

感
染
症
専
門
家
を
中
心
と
す
る
「
専
門
家
会
議
」

に
お
い
て
も
‘
イ
ベ
ン
ト
事
業
の
リ
ス
ク
が
他
の

業
種
と
比
較
し
た
上
で
高
い
こ
と
の
科
学
的

・

医

学
的
根
拠
は
な
ん
ら
示
さ
れ
て
い
な
い
。
既
に
述

べ
た
よ
う
に
、
ど
の
よ
う
な
業
種
に
自
粛
を
要
請

し
て
も
感
染
抑
制
効
果
は
当
然
生
ず
る
こ
と
を
考

え
合
わ
せ
れ
ば
、
専
門
家
会
議
に
よ
る
自
粛
の
要

請
は
科
学
的

・

医
学
的
知
見
で
自
ず
と
決
ま
っ
た

(
6
`
9
)
 

も
の
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
に
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
専
門
家
会
議
に
よ
る
提
言
が
、
さ
も

科
学
的

・

医
学
的
根
拠
か
ら
一
意
に
定
ま
っ
た
も

の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
発
信
さ
れ
た
こ
と
が
、
識

者
の
科
学
的
認
識
に
誤
解
を
与
え
る
結
果
を
招
い

た
の
だ
ろ
う

。

た
と
え
ば
、
政
府
の
イ
ベ
ン
ト
自
粛
要
請
に
よ

っ
て
数
ヶ
月
も
の
期
間
公
演
中
止
や
収
容
人
数
制

限
を
余
儀
な
く
さ
れ
壊
滅
的
な
打
撃
を
受
け
た
ク

ラ
シ
ッ
ク

音
楽
業
界
で
は
、
2
O
2
0

年
1
2月
初

旬
現
在
ま
で
感
染
は
―
つ
も
認
め
ら
れ
て
い
な

い
。
2
O
2

0

年
2

月
末
か
ら
3

月
の
段
階
で
あ

っ
て
も
‘
コ
ン
サ
ー
ト
よ
り
飲
食
業
の
方
が
感
染

リ
ス
ク
が
遥
か
に
高
い
こ
と
は
、
そ
の
時
点
の
科

学
的

・

医
学
的
知
見
で
あ
っ
て
も
議
論
の
余
地
は

な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
自
粛
要
請
は
飲
食
業
を

含
め
た
他
の
経
済
活
動
を
抑
制
し
な

い
代
わ
り

に
、
比
較
す
れ
ば
経
済
規
模
の
小
さ
い
イ
ベ
ン
ト

業
界
の
み
に
社
会
全
体
の
た
め
負
担
を
求
め
た
政

治
的
判
断
な
の
で
あ
る
。

社
会
的
活
動
の
制
限
を
必
要
と
す
る
感
染
症
対

策
に
は
、
科
学
的

・

医
学
的
知
見
が
十
分
に
得
ら

れ
て
い
な
い
段
階
で
あ
っ
て
も
、
社
会
全
体
の
利

益
の
た
め
「
予
防
的
に
」
一
定
業
種
に
自
粛
を
求

め
た
り
、
制
限
を
加
え
ざ
る
を
え
な
い
場
合
が
あ

る

。
今
回
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
に
限
ら
ず
、

感
染
症
の
初
期
段
階
に
は
、
そ
の
感
染
症
が
ど
の

よ
う
な
科
学
的
性
質
を
持
つ
の
か
は
十
分
解
明
さ

れ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ウ
ィ
ル
ス
感
染
が
ど

の
よ
う
な
状
況
で
多
く
生
ず
る
か
の
知
見
は
乏
し

い
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
た
め
、
対

象
業
種
の
実
際
の
感
染
発
生
確
率
は
低
い
か
も
し

れ
な
い
場
合
で
も
、
あ
る
特
定
業
種
に
社
会
全
体

の
利
益
の
た
め
負
担
を
負
っ
て
も
ら
う
場
合
が
起

り
う
る
。
感
染
症
対
策
と
し
て
の
財
産
権
へ
の
制

限
は
、
精
度
の
高
い
科
学
的
知
見
の
存
在
を
前
提

と
す
る
「
た
め
池
」
条
例
と
は
こ
の
点
で
質
的
に

異
な
る

。

感
染
抑
制
策
は
、
社
会
全
体
の
経
済
活
動
を
一

定
レ
ベ
ル
に
維
持
す
る
た
め
に
、
特
定
の
業
種
に

負
担
を
求
め
ざ
る
を
得
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
、

し
か
も
科
学
的
知
見
が
十
分
に
得
ら
れ
て
い
な
い

段
階
、
不
確
か
な
段
階
で
行
わ
ざ
る
を
得
な
い
場

合
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

し
た
が
つ
て
、
仮

に
た
め
池
判
決
が
仮
定
す
る
よ
う
な
確
実
な
科学

的
知
見
を
感
染
症
対
策
に
求
め
る
な
ら
ば
、
新
型

感
染
症
の
多
く
で
、
何
も
対
策
が
取
れ
な
い
事
態

に
陥
る
こ
と
に
な
る

。

し
た
が
つ
て
感
染
症
を
め

ぐ
る
意
思
決
定
は
、
右
記
の
事
実
を
踏
ま
え
、
科

学
的

・

医
学
的
な
知
見
の
不
定
性
を
直
視
し
た
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
科
学
的

・

医
学
的
知

識
を
用
い
た
判
断

・

対
策
が
迅
速
に
、
公
平
性
を

保
っ
た
形
で
な
し
得
る
た
め
に
は
、
科
学
的
不
定

性
を
踏
ま
え
た
解
釈
、
運
用
、
制
度
設
計
が
不
可

欠
な
の
で
あ
る
。

感
染
症
対
策
に
お
い
て
は
、
社
会
全
体
の
経
済

へ
の
壊
滅
的
影
響
を
防
ぐ
た
め
‘
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン

の
繰
り
返
し
等
に
陥
ら
な
い
対
策
が
重
要
で
あ
る

と
認
識
さ
れ
て
い
る

。

し
か
し
、
経
済
的
影
響
を

過
剰
に
恐
れ
て
対
策
が
不
足
す
る
状
況
が
続
け

ば
、
感
染
再
拡
大
に
よ
り
再
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
等
を

避
け
ら
れ
な
く
な
る
可
能
性
も
あ
る。

ロ
ッ
ク
ダ

ウ
ン
等
を
避
け
る
た
め
に
は
、
実
効
再
生
産
数
が

1

を
越
え
な
い
よ
う
、
「
適
度
な
」
感
染
抑
制
策

を
採
り
続
け
る
必
要
が
生
じ
う
る
。
実
効
再
生
産

数
が
ー
を
越
え
な
い
「
適
度
な
」
対
策
を
採
り
続

け
る
た
め
に
、
特
定
の
業
種
に
社
会
全
体
の
た
め

の
負
担
を
求
め
ざ
る
を
得
な
い
事
態
は
今
後
も
起

こ
り
う
る

。

感
染
制
御
を
確
実
に
行
う
こ
と
で
ロ

ッ
ク
ダ
ウ
ン

等
を
回
避
す
る
方
が
、
国
全
体
の
経

済
的
悪
影
響
を
む
し
ろ
氏
く
抑
え
る
こ
と
に
な
る

団

場
合
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

科
学
的

・

医
学
的
知
見
も
不
十
分
な
こ
の
よ
う

な
状
況
下
で
、
社
会
全
体
の
た
め
に
特
定
の
業
種

(
Il
)
 

に
特
別
な
負
担
を
求
め
る
場
合
、
そ
の
特
定
業
種

に
は
、
無
補
償
で
我
慢
し
て
も
ら
う
べ
き
な
の
だ

ろ
う
か
、
あ
る
い
は
補
償
を
行
う
べ
き
な
の
だ
ろ

う
か

。

こ
の
問
題
は
、
科
学

·

科
学
論
研
究
者
で

あ
る
筆
者
の
専
門
性
を
大
き
＜
超
え
る
規
範
的
．

法
的
論
点
で
あ
ろ
う
。
筆
者
の
知
る
限
り
で
は
、

環
境
法
分
野
で
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
「
予
防
原

(12) 

則
」
に
も
ヒ
ン
ト
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
れ
る。

感
染
症
対
策
が
、
よ
り
公
平
か
つ
迅
速
に
な
さ
れ

る
た
め
に
も
、
社
会
的
公
平
性
を
専
門
と
す
る
法

律
家
の
議
論
が
い
ま
早
急
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

。

※
本
研
究
は
、
日
本
学
術
振
興
会
科
研
費

・

基

盤

(
A
)「
科
学
を
め
ぐ
る
専
門
的
判
断
の
不
定

性
に
関
す
る

実
証
的
研
究
」
(
1
6
H
0
1
8
2
0
)

及

び
「
専
門
的
知
見
の
普
遍
性
と
不
定
性
丘
広
学
と

文
化
人
類
学
を
例
に
し
た
科
学
技
術
と
の
比
較
研

究
」
(
2
0H0
0
0
0
2
)

の
助
成
を
受
け
て
い
る
。

(
l
)
本
堂
毅
1
1

渡
辺
千
原
編
「
特
集
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
報
告
科
学
の
専
門
知
を
法
廷
で

ど
う
扱
う
か
？
ー

N
S
W

土
地
環
境
裁
判
所

長
官
プ
レ
ス
ト
ン
判
事
を
迎
え
て
ー
」
判
時

2
3
0
9

号

(
2
o
l
6年
）。

(
2
)
本
堂
毅
1
1

尾
内
隆
之
1
1

平
田
光
司
1
1
中

島
貴
子
編
著
『
科
学
の
不
定
性
と
社
会
|
|
ー

現
代
の
科
学
リ
テ
ラ
シ
ー
』
（
信
山
社
、
2

o
l
7

年
）。

(
3
)
本
堂
毅
「
科
学
者
か
ら
み
た
法
と
法

廷
」
亀
本
洋
編
『
現
代
法
の
動
態
6

法
と

科
学
の
交
錯
』
（
岩
波
書
店
、2
o
l
4

年
）

鉛
頁゚

(
4
)
長
谷
部
恭
男
1
1

杉
田
敦
「
自
粛
か
法
規

制
か
、
冷
た
い
よ
う
だ
が
：
・
憲
法
学
者
X

政
治
学
者
」
朝
日
新
聞

(
2
O
2
0年
7

月

2
5日
）。

(
5
)
宍
戸
常
寿
「
『
接
待
を
伴
う
飲
食
店
』

だ
け
の
問
題
で
は
な
い
ー
車
韮
〗
家
に
聞
く
‘

営
業
停
止
命
令
の
是
非
」
Y
a
h
o
oニ
ュ
ー
ス

(
2
O
2
0年
9

月

2
2日
）。

(
6
)
本
堂
毅
「
感
染
症
専
門
家
会
議
の
「
助

言
」
は
科
学
的

・

公
平
で
あ
っ
た
か
」
「
世

界
」
2
O
2
0

年
8

月
号
7
5頁゚

(
7
)
内
閣
官
房
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感

染
症
対
策
専
門
家
会
議
の
開
催
に
つ
い
て
」

(
2
O
2
0年
2

月
1
4
日
）
h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
 

c
a
s
ｷ
g
o
 .j
 p/
j
 p
/
 
i
 

n
f
l
 u
e
n
 za
/
 s
e
n
m
o
n
k
a
 

1
 

k
o
n
k
y
o
.p
d
f
 

(
8
)
厚
生
労
働
省
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス

感
染
症
対
策
専
門
家
会
議
の
見
解
等

h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
m
h
l
w
.
g
o
.j
p
/
s
t
f
/
 

]
 

s

e

1

s

a

k

u

n

1

t

s

u

1

t

e
 

b
u
n
y
a
/
0
0
0
0
1
2
1
4
3
1

ー0
0
0
9
3

.

h
t
m
l

(
9
)
米
村
滋
人
「
感
染
症
対
策
の
法
的
ガ
バ
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ナ
ン
ス
と
専
門
家
の
役
割」

法
時

l
l
5
2

号
(
2
O
2
0
年） 。

(
lo)

筆
者
の
研
究
か
ら
も 、

ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン

と
感
染
爆
発
を
繰
り
返
す
よ
り
「

適
度
な」

持
続
的
感
染
抑
制
策
に
よ
っ
て
経
済
的
影
響

と
感
染
抑
制
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
施
策
の
優

位
性
が
示
さ
れ
て
い
る 。

Tsu
yos
hi

H
o
n
d
o
u 、

二'
B
al
a
n
ci
n
g
c
osts
 a
n
d
 

be
ne
fits
 of
 pa
n
de
mi
c
 co
nt
rol
 in
 an
 

o
ut
brea
k
 p
h
as
e"
 
h
tt
ps://arxi
v .
 0
 rg/
 

abs/20
10 .
00305
 (
2
O
2
0
年） 。

(
11)

佐
藤
元
「

公
衆
衛
生
政
策
と
人
権
ー'
|

私
権
制
限
を
伴
う
政
策
の
正
当
性
評
価
の
基

準
と
手
続
き」

医
療
と
社
会
15
巻
2

号、

63

頁
(
2
o
o
5

年） 。

(
12)

た
と
え
ば 、

吉
田
克
己
11

マ
チ
ル
ド
・

オ
ー
ト
ロ
ー
11
ブ
ト
ネ
編
『

環
境
リ
ス
ク

へ
の
法
的
対
応』
（
信
山
社 、
2
o
l
7

年） 。

（
ほ
ん
ど
う
つ
よ
し
・

東
北
大
学
理
学
研
究
科
准
教
授）

(8)
 

の
販
売
等
を
制
限
す
る
法
規
定 、

軍
人
へ
の
勲
章

を
授
与
さ
れ
た
と
虚
偽
に
表
明
す
る
こ
と
を
罰
す

る
法
規
定
が
違
憲
と
さ
れ
た 。

ま
た 、

同
性
愛
者

等
に
誹
謗
を
繰
り

返
し
て
い
た
教
会
に
よ
る 、

軍

人
の
葬
儀
場
近
く
で
の
ピ
ケ
に
対
す
る
民
事
訴
訟

奈

須

ギ
ンル

ー
ス・

B
・

ギ
ン
ズ
バ
ー
グ
と
表
現
の
 

く
者
が 、

内
部
告
発
を
由
に
報
復

(
Il
)
 

め
損
害
賠
償
を
求
め
た
が
斥
け
ら
れ
た
事
件
が
挙

ル
ー

重
視
の
傾
向

②
に
つ
い
て
は 、St
evens
事
件
が
参
考

な
る 。
こ
の

件
で
は 、
動
物
虐
待
の
描
写
は
類

型
的
に
保
護
さ
れ
な
い

とい
う政
府
の
主
張
が

け
ら
れ
た 。
ギ
ン
ズ
バ
ーグ

が
参
加
し

た
法
廷
意

見
は
個
別
的
利
益
衡
量
を
拒
否
し 、

保
護
さ

れ
な

い
言
論
範
疇
を
創
設
す
る
こ
とに
慎
重
な
立
場

を
示
し
た 。
同
様
の
傾
向
は
Al
va
rez
事
件
で
よ

り鮮
明

に
なっ
た 。
こ
の
事
件
の
相
対
多
数
意
見

は
個
別
的
利
益

衡
量
を
否
定
し
た
うえ
で 、
本
件

規
制
が
保
護
さ

れ
な
い
言
論
範
疇
に
入
る
か
を
検

討
し 、
結
果
として
そ

れ
を
否
定
し
た 。
こ
れ
に

が
執
筆し
た
少
数
意
見
は
規
制
目
的
と
規
制
手

段
を
柔
軟
に
審
査
す
る
手
法
を
採
用
し
た 。

こ

の
う

ち 、

ギ
ン
ズ
バ
ー
グ
は
前
者
に
賛
同
し
た

の
で
あ

る 。

ギ
ン
ズ
バ
ー
グ
執
筆の
意
見
で

も 、

個
別
的

利
益
衡
量
を
避
け 、

既
存
の
法
理

を
適
用
し
て
事

(

14
)
 

件
を
処
理
す
る
傾
向
が
看
取
さ
れ
る 。

4

c

L
S

事
件
判
決
法
廷
意
見

ギ
ン
ズ
バ
ー
グ
の
思
想
が
現
れ
て
い
る
も
の
と

し
て 、

C
L
S
事
件
判
決
が
あ
る 。

こ
の
事
件

で
は 、

ヘ
イ
ス
テ
ィ
ン
グ
ス
法
科
大
学
院
が
運

営
し

て
い
た
登
録
学
生
団
体(
R

s

o
)

が
問

題
に
な

っ
た

。

あ
る
キ
リ
ス
ト

教
団
体

(
C
h
i
r
stia
n

Legal
 

S
o
c
i
e
t
y
;

C
L
S)

は 、

信
仰
上

の
理
由
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